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３．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニュフェスト）

または電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示

しなければならない。 

４．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年５月 30 日）、再生

資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達､平成 3 年 10 月 25 日）（航空局飛行場部

建設課長通達、平成 4 年 1 月 24 日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次

官通達、平成 18 年 6 月 12 日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らな

ければならない。 

５．受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源

利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 

６．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設

汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施

工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 

７．受注者は、処理場所及び処理業者の変更を生じる場合は、事前に監督職員に届け出て変更の承諾

を受けなければならない。 

８．受注者は、建設廃棄物の処理結果について、「産業廃棄物処理確認票」「再生材使用確認票」及

び「再資源化完了報告書」を監督職員に提出し報告しなければならない。 

  また、「建設廃棄物処理明細書」、「再資源化処理施設搬入明細書」及び「処理数量が確認でき

る処分場の受入検印のある搬入伝票」等について、監督職員または検査員から請求があった場合は

速やかに提示しなければならない。 

 

１－１－21 監督職員による確認及び立会等 

１．受注者は設計図書に従って監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会願を所定の様式によ

り監督職員に提出しなければならない。 

２．監督職員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求で

きるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

３．受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その

他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督職員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わ

った執務室を提供しなければならない。 

４．監督職員による確認及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理

由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。 

５．受注者は、契約約款第９条第２項第３号、第 13 条第２項または第 14 条第１項もしくは同条第２

項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約約款第 17 条

及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。 

６．段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（１）受注者は、表１－１段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければなら

ない。 

（２）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を監督職員に提出

しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受

注者は、段階確認を受けなければならない。 

（３）受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、工事完成時まで 

３．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニュフェスト）

または電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示

しなければならない。 

４．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年５月 30 日）、再生

資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達､平成 3 年 10 月 25 日）（航空局飛行場部

建設課長通達、平成 4 年 1 月 24 日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次

官通達、平成 18 年 6 月 12 日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らな

ければならない。 

５．受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源

利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 

６．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設

汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施

工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 

７．受注者は、処理場所及び処理業者の変更を生じる場合は、事前に監督職員に届け出て変更の承諾

を受けなければならない。 

８．受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やか

に実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出し

なければならない。 

９．受注者は，コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木 材、建設汚泥または

建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設

副産物情報交換システムに入力するものとする。なお、出力した調査票は「再生資源利用計画

書」、「再生資源利用促進計画書」、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の

提出に代わるものとし，これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。 

10．建設発生土情報交換システム（適用除外） 

11．受注者は、建設発生土の処理にあたり、事前に「建設発生土受入承諾書」を監督職員に提出しな

ければならない。 

 

１－１－21 監督職員による確認及び立会等 

１．受注者は設計図書に従って監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会願を所定の様式によ

り監督職員に提出しなければならない。 

２．監督職員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求で

きるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

３．受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その

他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督職員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わ

った執務室を提供しなければならない。 

４．監督職員による確認及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理

由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。 

５．受注者は、契約約款第９条第２項第３号、第 13 条第２項または第 14 条第１項もしくは同条第２

項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約約款第 17 条

及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。 

６．段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 
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なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分

する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

６．受注者は、建設発生土処理にあたり１－１－５施工計画書 第１項の施工計画書の記載内容に加

えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。 

（１）処理方法(場所・形状等) 

（２）排水計画 

（３）場内維持等 

７．建設発生土受入れ地については、受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工しな

ければならない。 

８．受注者は、建設発生土の処理にあたり、事前に「建設発生土受入承諾書」を監督職員に提出しな

ければならない。 

９．受注者は、処分場所及び処分業者の変更を生じる場合は、事前に監督職員に届け出て変更の承諾

を得なければならない。 

10．受注者は、建設発生土の処理結果について、「建設発生土処理明細書」「建設発生土確認票」を

監督職員に提出し報告しなければならない。 

また、「その他残土処理明細書」、「処理数量が確認できる処分場の受入検印のある搬入伝票」

等について、監督職員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

11．受注者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書によるものとする

が、設計図書に示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

12．受注者は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表４－２に従い施工しなければ

ならない。 

 

表４－２ 伐開除根作業 

区  分 
種     別 

雑草・ささ類 倒 木 古 根 株 立 木 

盛土箇所全部 根からすきとる 除 去 抜根除去 同 左 

 

４－３－２ 掘削工 

１．受注者は、水門等の上流側での掘削工を行うにあたり、流下する土砂その他によって河川管理施

設、許可工作物等、他の施設の機能に支障を与えてはならない。受注者は、特に指定されたものを

除き水の流れに対して影響を与える場合には、掘削順序、方向または高さ等についてあらかじめ設

計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。水中掘削を行う場合も同様とするものとす

る。 

２．受注者は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮石等が残らないようにし

なければならない。 

３．受注者は、掘削工の施工中に、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ずる

おそれがあるときは、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する

場合には、応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。 

４．受注者は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

５．受注者は、砂防土工における斜面対策としての掘削工（排土）を行うにあたり、設計図書で特に

なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分

する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

６．受注者は、建設発生土処理にあたり１－１－５施工計画書 第１項の施工計画書の記載内容に加

えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。 

（１）処理方法(場所・形状等) 

（２）排水計画 

（３）場内維持等 

７．建設発生土受入れ地については、受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工しな

ければならない。 

８．受注者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理方法については、設計図書によるものとする

が、設計図書に示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

９．受注者は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表４－２に従い施工しなければ

ならない。 

 

表４－２ 伐開除根作業 

区  分 
種     別 

雑草・ささ類 倒 木 古 根 株 立 木 

盛土箇所全部 根からすきとる 除 去 抜根除去 同 左 

 

４－３－２ 掘削工 

１．受注者は、水門等の上流側での掘削工を行うにあたり、流下する土砂その他によって河川管理施

設、許可工作物等、他の施設の機能に支障を与えてはならない。受注者は、特に指定されたものを

除き水の流れに対して影響を与える場合には、掘削順序、方向または高さ等についてあらかじめ設

計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。水中掘削を行う場合も同様とするものとす

る。 

２．受注者は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮石等が残らないようにし

なければならない。 

３．受注者は、掘削工の施工中に、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ずる

おそれがあるときは、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する

場合には、応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。 

４．受注者は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。 

５．受注者は、砂防土工における斜面対策としての掘削工（排土）を行うにあたり、設計図書で特に

定めのある場合を除き、原則として掘削を斜面上部より下部に向かって行わなければならない。 

６．受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかから

ないようにつとめなければならない。 

 

４－３－３ 盛土工 

１．受注者は、盛土工の開始にあたって、地盤の表面を本条３項に示す盛土層厚の 1/2 の厚さまで掻

き起こしてほぐし、盛土材料とともに締固め、地盤と盛土の一体性を確保しなければならない。 

２．受注者は、１：４より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、特に指示する場合を除き、
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